
令和６年１１月２４日 

朝日地区町内の皆様へ 

                            朝日地区連合町内会 

                             会長 吉永 豊 

 

 旧朝日小学校の樹木伐採作業中の 
        立入禁止について（お知らせ） 
 

 小雪の候、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、令和６年１２月から旧朝日小学校敷地内の樹木伐採が始まります。 

伐採作業にあたりましては、特殊な重機などが搬入され、伐採された樹木が

一定期間作業場所へ置かれるなど、作業場所内が危険な状態になります。 

 このため、下記要領で作業場所への立入を禁止しますので、よろしくお願い

いたします。 

記 

１ 立ち入りを禁止する場所 

  旧朝日小学校の運動場、校舎周辺、フェンス外側斜面、第２駐車場 

 

２ 注意をして立ち入る場所 

  体育館及び西側駐車場は、周辺の樹木を伐採する期間等、注意して 

 利用してください。 

 

３ 実施期間 

  令和６年１２月１日（日）～令和７年２月２８日（金） 

 

４ 立入禁止場所へ立ち入る場合の手続き 

  行事や作業などで立ち入る必要がある場合は、朝日地区連合町内会 

 会長まで申し出てください。（役員を通じてで結構です） 
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